
 新潟市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成２９年７月３日

                             新潟市長 篠田 昭

新潟市条例第３２号

   新潟市市税条例等の一部を改正する条例 

（新潟市市税条例の一部改正）

第１条 新潟市市税条例（昭和３７年新潟市条例第２号）の一部を次のように改正する。

  目次中「第８７条」を「第８７条の２」に，「第１３７条の８」を「第１３７条の７」

に改める。

  第１６条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号に掲げる者のいずれか」に改め，

同条第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。

  第２１条第１項中「１００分の６」を「１００分の８」に改める。

  第２３条の３各号中「１００分の３」を「１００分の４」に改める。

  第４４条第４項中「第４８条の１５の５第３項」を「第４８条の１５の５第４項」に

改める。

  第５４条を次のように改める。

  （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合）

第５４条 法第３４９条の３第２８項の条例で定める割合は，３分の１とする。

２ 法第３４９条の３第２９項の条例で定める割合は，３分の１とする。

３ 法第３４９条の３第３０項の条例で定める割合は，３分の１とする。

第５９条の２の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「第１５条の３第２項」

を「第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項」に改め，同項第３

号中「の区分所有者全員の共有に属する共用部分」を削る。

  第８６条第２項中「厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳（以下本

項において「療育手帳」という。）」を「療育手帳（知的障がい者の福祉の増進を図る
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ため，児童相談所又は知的障害者更生相談所（知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３

７号）第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所をいう。）において知的障がい者

と判定された者に対して交付される手帳で，その者の障がいの程度その他の事項の記載

があるものをいう。以下同じ。）」に改める。

  第１４６条の３第２項中「第７０１条の４１」の次に「又は法附則第３３条」を加え

る。

  附則第３条の３第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。

  附則第６条第１項中「平成３０年度」を「平成３３年度」に改める。

  附則第８条の２第１１項中「３分の２」を「２分の１（都市再生特別措置法（平成１

４年法律第２２号）第８１条第２項第２号に規定する居住誘導区域においては，６分の

５）」に改め，同項を同条第１３項とし，同条第１０項の次に次の２項を加える。

１１ 法附則第１５条第３９項の条例で定める割合は，５分の４とする。

１２ 法附則第１５条第４４項の条例で定める割合は，３分の１とする。

 附則第８条の３第２項中「附則第７条第２項」を「附則第７条第３項」に改め，同条

第４項中「附則第１２条第２１項第２号」を「附則第１２条第２１項第１号ロ」に改め，

同条第５項第２号中「附則第１２条第２３項の規定により読み替えて適用される」を

「附則第１２条第２４項の規定において準用する」に改め，同条第６項中「附則第１２

条第２４項」を「附則第１２条第２６項」に改め，同条第７項各号列記以外の部分中

「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め，同項第４号中「附則第

１２条第２８項」を「附則第１２条第３０項」に改め，同項第６号中「附則第１２条第

２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め，同条第８項各号列記以外の部分中「附則

第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め，同項第５号中「附則第１２

条第３６項」を「附則第１２条第３８項」に改め，同条第１０項中「附則１５条の９第

９項」を「附則第１５条の９第９項」に改め，同条第１１項各号列記以外の部分中「附

則第７条第１１項」を「附則第７条第１４項」に，「附則第１２条第２４項」を「附則



第１２条第２６項」に改め，同項第５号中「附則第７条第１１項」を「附則第７条第１

４項」に改める。

附則第１４条第３項中「次項」を「以下この条（第５項を除く。）」に改め，同条に

次の３項を加える。

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第７

８条の規定の適用については，当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税

に限り，当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り，第２項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第７

８条の規定の適用については，当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税

に限り，当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り，第３項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第７８条の規定の適用については，当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限り，当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３

１年度分の軽自動車税に限り，第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。



 附則第１４条の２第１項中「第４項」を「第７項」に改める。

  附則第１５条の５第１項中「１００分の３」を「１００分の４」に改める。

 附則第１５条の６第１項第１号中「１００分の７．２」を「１００分の９．６」に改

める。

  附則第１６条第１項中「１００分の３」を「１００分の４」に改める。

  附則第１６条の２第１項各号列記以外の部分中「平成２９年度」を「平成３２年度」

に，「附則第３４条の２第４項」を「附則第３４条の２第１項」に，「除く。以下この

条」を「除く。次項」に，「同項の」を「前条第１項の」に，「応じ」を「応じ，」に

改め，同項第１号中「１００分の２．４」を「１００分の３．２」に改め，同項第２号

アを次のように改める。

ア ６４万円

附則第１６条の２第１項第２号イ中「１００分の３」を「１００分の４」に改め，同

条第２項中「平成２９年度」を「平成３２年度」に，「附則第３４条の２第９項」を

「附則第３４条の２第１０項」に，「場合においては」を「ときは」に改める。

  附則第１６条の３第１項第１号中「１００分の２．４」を「１００分の３．２」に改

め，同項第２号アを次のように改める。

ア １９２万円

附則第１６条の３第１項第２号イ中「１００分の３」を「１００分の４」に改める。

附則第１７条第１項中「１００分の５．４」を「１００分の７．２」に改め，同条第

３項中「１００分の５．４」を「１００分の７．２」に，「１００分の３」を「１００

分の４」に改める。

  附則第１７条の２第１項，附則第１７条の２の２第１項，附則第１７条の４第１項並

びに附則第１７条の６第１項及び第３項中「１００分の３」を「１００分の４」に改め

る。

  附則第１７条の７第１項及び第３項中「５分の３」を「５分の４」に，「１００分の



３」を「１００分の４」に改める。

  附則第１９条の４中「若しくは第４２項」を「，第３９項，第４２項若しくは第４４

項」に改める。

（新潟市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 新潟市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年新潟市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。

附則第６条の表新条例附則第１４条第１項の表第７８条第２号アの項の項の左欄及び

中欄中「第７８条第２号ア」を「第２号ア」に改める。

  附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

 （１） 次号から第４号までに掲げる規定以外の規定 公布の日

 （２） 第１条中新潟市市税条例第２１条第１項及び第２３条の３各号の改正規定並び

に附則第１５条の５第１項，第１５条の６第１項第１号，第１６条第１項，第１６条

の２第１項各号，第１６条の３第１項各号，第１７条第１項及び第３項，第１７条の

２第１項，第１７条の２の２第１項，第１７条の４第１項，第１７条の６第１項及び

第３項並びに第１７条の７第１項及び第３項の改正規定並びに次条第２項の規定 平

成３０年１月１日

 （３） 第１条中新潟市市税条例附則第８条の２第１１項の改正規定（「３分の２」を

「２分の１（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第２項第２号

に規定する居住誘導区域においては，６分の５）」に改める部分に限る。）並びに附

則第３条第５項及び第７項の規定 平成３０年４月１日

 （４） 第１条中新潟市市税条例第１６条の改正規定及び附則第３条の３第１項の改正

規定並びに次条第３項の規定 平成３１年１月１日

 （市民税に関する経過措置）



第２条 別段の定めがあるものを除き，第１条の規定による改正後の新潟市市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は，平成２９年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し，平成２８年度分までの個人の市民税については，

なお従前の例による。

２ 前条第２号に掲げる規定による改正後の新潟市市税条例の規定中個人の市民税に関す

る部分は，平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，平成２９年度分

までの個人の市民税については，なお従前の例による。

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の新潟市市税条例の規定中個人の市民税に関す

る部分は，平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，平成３０年度分

までの個人の市民税については，なお従前の例による。

４ 新条例第４４条第４項の規定は，平成２９年４月１日以後に新条例第４４条第２項に

規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

 （固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関する部分は，平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し，平成２８年度分までの固定資産税

については，なお従前の例による。

２ 新条例第５４条の規定は，平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し，

平成２９年度分までの固定資産税については，なお従前の例による。

３ 新条例附則第８条の２第１１項の規定は，附則第１条第１号に掲げる施行の日以後に

新たに取得される地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年

法律第２号。以下「平成２９年改正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条第３９項に規定

する家屋及び償却資産に対して課する平成３０年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。

４ 新条例附則第８条の２第１２項の規定は，新法附則第１５条第４４項に規定する特定



事業所内保育施設に対して課する平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。

５ 新条例附則第８条の２第１３項の規定は，平成３０年４月１日以後に新築される新法

附則第１５条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対し

て課すべき平成３１年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

６ 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に新築された平成２９年改正

法第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の

８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資

産税については，なお従前の例による。

７ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新築された新法附則第１５

条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固

定資産税については，なお従前の例による。

 （軽自動車税に関する経過措置）

第４条 この条例による改正後の新潟市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は，平

成２９年度以後の年度分の軽自動車税について適用し，平成２８年度分までの軽自動車

税については，なお従前の例による。

 （事業所税に関する経過措置）

第５条 新条例の規定中事業所税に関する部分は，平成２９年４月１日以後に終了する事

業年度分の法人の事業及び平成２９年以後の年分の個人の事業（同日前に廃止された個

人の事業を除く。）に対して課すべき事業所税について適用し，同日前に終了した事業

年度分の法人の事業並びに平成２９年前の年分の個人の事業及び平成２９年分の個人の

事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については，なお従前の例によ

る。

（都市計画税に関する経過措置）

第６条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は，平成２９年度以後の年度分の都市計



画税について適用し，平成２８年度分までの都市計画税については，なお従前の例によ

る。


